
令和７年度補助事業評価委員会（再評価・事後評価） 

第 1 回技術検討会 現地調査等行程 

 

開催日：令和７年 11 月 14 日（金） 

 

10:50 JR 東日本「甲府駅」 出発（貸し切りバス） 

 

11:30～12:00 

現地調査：水利施設等保全高度化事業「穴山地区」（再評価） 

・地区概要説明（山梨県耕地課・山梨県中北農務事務所） 

・調査内容：受益地、工事内容等※受益者との意見交換含む 

 

12:15～13:15  昼食・休憩： 道の駅 はくしゅう 

 

13:30～14:00 

  現地調査：農業競争力強化農地整備事業「中山地区」（再評価） 

・地区概要説明（山梨県耕地課・山梨県中北農務事務所） 

・調査内容：受益地、工事内容等※受益者との意見交換含む 

 

14:30～15:20 

  第 1 回技術検討会（山梨県北巨摩合同庁舎 401 号室） 

 

16:10 JR 東日本「甲府駅」 解散 



令和７年１１月１４日（金） 
 

令和７年度補助事業評価委員会（再評価・事後評価） 
技術検討会（第１回）出席者名簿 

 

【技術検討会委員】 

（五十音順、敬称略） 
 

【関東農政局農村振興部】 
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 事業計画課 課長補佐 
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 農地整備課 課長補佐 



令和７年１１月１４日（金） 
【山梨県】 

 

【穴山地区事業受益者】 ※現地調査のみ出席 

 

【中山地区事業受益者】 ※現地調査のみ出席 
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 中北農務事務所 農業基盤第一課長 
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令和７年度関東農政局補助事業評価委員会（再評価・事後評価） 

技術検討会（第１回） 

 

議事次第 

 

日時：令和７年 11 月 14 日（金） 

14:30～15:20 

場所：山梨県北巨摩合同庁舎 

（401 会議室） 

 

１ 開会 

 

２ 補助事業評価委員会委員長 挨拶 

 

３ 技術検討会の委員長選出 

 

４ 議事 

（１）現地調査について「穴山地区」、「中山地区」 

（２）技術検討会に関する情報公開について 

（３）事業評価のスケジュールについて 

（４）令和７年度の事業評価地区（再評価・事後評価）について 

（５）現地調査地区の事業評価の内容について 

・再評価「穴山地区（水利施設等保全高度化事業）」 

・再評価「中山地区（農業競争力強化農地整備事業）」 

  （６）質疑応答 

 

５ 閉会 
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日本大学生物資源科学部　准教授

大澤
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　和敏
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宇都宮大学農学部　教授

片岡
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　美喜
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高崎経済大学地域政策学部　教授

長坂
ながさか

　貞郎
さだお

日本大学生物資源科学部　教授

令和７年度　関東農政局補助事業評価委員会
（再評価・事後評価）技術検討会委員

（五十音順、敬称略）



（再評価）

事業担当課名 事業名 都県名 地区名 事業主体

飯岡西部
いいおかせいぶ

県

大楠
おおくす

県

山梨 中山
なかやま

県

尾崎北部
お ざ き ほ く ぶ

県

冨田
と み た

県

那珂川
な か が わ

沿岸
えんがん

県

荒川中部右幹線
あらかわちゅうぶみぎかんせん

県

荒川
あらかわ

中部
ちゅうぶ

左幹線
ひだりかんせん

県

埜原
やわら

県

大
おお

布
ぶ

川
がわ

県

野田
の だ

県

神奈川 諸磯小網代
も ろ いそ こあ じ ろ

県

一宮南部
いちのみやなんぶ

県

みさか桃源
とうげん

の郷
さと

県

穴山
あなやま

県

菱山
ひしやま

県

静岡 西浦
にしうら

みかん立
たち

保
ぼ

古宇
こ う

県

茨城 南総上流
なんそうじょうりゅう

県

印旛沼
いんばぬま

県

香北
かほく

第
だい

３ 県

神奈川 曽我谷津
そ が や つ

県

静岡 新
しん

神子
かんご

県

（事後評価）

事業担当課名 事業名 都県名 地区名 事業主体

農地整備課 農業競争力強化農地整備事業 千葉 府馬
ふ ま

県

令和７年度　補助事業　評価地区一覧（事業担当課別）

農地整備課 農業競争力強化農地整備事業

千葉

（１事業種１地区）

（千葉県１地区）

山梨

防災課 農村地域防災減災事業

千葉

（３事業種22地区）

（茨城県４地区、埼玉県２地区、千葉県７地区、神奈川県２地区、山梨県５地区、静岡県２地区）

水利整備課 水利施設等保全高度化事業

茨城

埼玉

千葉

別添



農業競争力強化農地整備事業

栃木
静岡
茨城
埼玉
長野
群馬
千葉

令和７年度　補助事業再評価対象地区１

水利施設等保全高度化事業

茨城県

千葉県

栃木県

群馬県

埼玉

○ 再評価地区

○ 事後評価地区

香北第３

印旛沼、埜原

南総上流

府馬

荒川中部右幹線
尾崎北部

那珂川沿岸

冨田

大布川、野田

荒川中部左幹線

飯岡西部

大楠



農業競争力強化農地整備事業

栃木
静岡
茨城
埼玉
長野
群馬
千葉

　　令和７年度　補助事業再評価対象地区２

水利施設等保全高度化事業

静岡県

長野県

山梨県

東京都

神奈川県

○ 再評価地区

○ 事後評価地区

新神子

曽我谷津

一宮南部

菱山

みさか桃源の郷

西浦みかん立保古宇

諸磯小網代

穴山

中山



 

令和７年度関東農政局補助事業評価委員会（再評価・事後評価） 
技術検討会（第１回） 

 

技術検討会の公表等について 

  

（１）技術検討会の公表及び傍聴  

委員の事前了解が得られたことから全３回の技術検討会は傍聴可とする。  

 

（２）技術検討会資料及び評価結果  

技術検討会の議事録及び資料の取扱いは、技術検討会（第 1 回）において技

術検討会委員により決定。 

  

<令和７年度の公表方法（案）＞ 

 
公表資料 

公表部局／公表方法 参考 
昨年度の事業評価

の取り扱い 
農林水産省 関東農政局 

技

術

検

討

会 

開 催 － プレスリリース プレスリリース 

傍 聴 － 
傍聴可 
※プレスリリース 

傍聴可 
※プレスリリース 

議事録 － ホームページ 
発言者名を記載し

た議事録を委員の

了解を経て公表 

資 料 － ホームページ ホームページ 

評

価

結

果 

費用対分析に関

する説明資料 
ホームページ 

ホームページ 

（本省 HP リンク） 
ホームページ 



時期 技術検討会 内容

1 11月14日（金）
第１回技術検討会
（現地調査：山梨県下）

現地調査
再評価：穴山地区
　　　　　（水利施設等保全高度化事業）
　　　　　 中山地区
　　　　　（農業競争力強化農地整備事業）

2
11月20日（木）
11月27日（木）

技術検討会　Web会議

（委員へ資料事前送付）
・再評価結果(案）の説明
・事後評価結果（案）の説明
・委員から質疑・意見徴集（12月3日迄）

3 12月22日（月）
第２回技術検討会
（関東農政局：さいたま新都心）

・上記質疑・意見に対する回答
・質疑応答、意見交換

4 １月16日（金）
第３回技術検討会
（関東農政局：さいたま新都心）

・第２回技術検討会における質疑・意見に
対する回答
・質疑応答、意見交換
・「第三者の意見」取りまとめ

5 ３月末 評価結果の公表 本省及び農政局HPに掲載

令和７年度 関東農政局補助事業評価委員会(再評価・事後評価)
技術検討会のスケジュール（案）



令和７年度関東農政局補助事業評価（再評価）

水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備事業）

穴山地区

山梨県

あなやま



＜地区の概要＞

山梨県① 事 業 主 体

韮崎市②関係市町村

本地区は、県北西部の釜無川左岸に位置し、ももを基幹作物とする農
村地帯である。地区内の新府共選場から出荷するももは「新府のもも」
と呼ばれ、県内外から好評を得ている。また、本地区は中央自動車道須
玉ＩＣに近いことから都市部からの来訪者も多く、季節には桃の花見や
朝市等の交流も盛んに行われている。
しかし、地区内は小区画で不整形な農地、未整備の農道や農業用水路

などが多く、作業効率の低下や果樹品質の劣化を招くことから農業者の
営農意欲の減退に繋がっている。
一方、本地区に参入を希望する生産法人等も増加していることから、

本事業による農地集積と併せ、農業生産基盤と生活基盤の整備を一体的
に行うことにより、農業集落内の営農と生活環境の向上に繋がり、地域
農業の継続と発展が図られるものである。

③ 事 業 目 的

55ha④ 受 益 面 積

用排水路工 L=３km、農道工 L=２km、区画整理 A=27ha、
ため池 ３か所、農業集落排水路 L=２km

⑤ 主 要 工 事

2,322百万円⑥ 総 事 業 費

平成27年度～令和８年度（当初計画：平成27年度～令和６年度)⑦ 工 期

水利施設等保全高度化事業 穴山地区



区画整理１号
区画整理２号

区画整理３号

用排水路２号

農道１号

用排水路１号

農道４号

集落排水１号

農道２号

ため池２号

ため池１号

ため池３号
用排水路５号

用排水路３号

用排水路４号

農道３号

集落排水３号

集落排水２号

集落排水６号

用排水路６号

集落排水５号

集落排水４号

用排水路７号

用排水路８号

農道６号

農道５号

集落排水７号

用排水路９号

用排水路１０号

用排水路１１号用排水路１２号

区画整理４号

用排水路１３号

集落排水８号

事業の進捗状況

令和６年度まで（用排水路、農道、集落排水路）
令和７年度以降（用排水路、農道、集落排水路）
令和６年度まで（区画整理、ため池）
令和７年度以降（区画整理、ため池）

凡例

事業進捗（R6年度まで）
事業費ベース 63.1%



現況は、幅員が約２．５ｍと狭く、車両のすれ違いが困難であり、老朽化した舗
装と湾曲した形状であったため荷痛みが発生していた。
本事業の実施により、区画整理とあわせて線形を直線とし道路幅も４ｍに拡幅、

舗装したことにより、通作や集出荷の効率化や荷痛みの解消など作業効率の向上及
び品質の向上が図られた。

農道 事業実施前後

実施前 実施後

幅員2.5m

幅員4.0m

舗装が傷んでいる狭小な道路 通行も容易となり営農条件の改善、及び荷
傷みが防止され農作物の品質向上が図られ
た。



現況は、用排兼用水路であり、雑草の発生や法面崩壊により用水の安定供給に支
障が生じていた。
事業実施後は、コンクリート水路とすることで雑草や法面崩落による通水阻害も

無くなり、用水を安定的に供給することが可能となったことから、農作物の品質が
向上するとともに、維持管理に要する労力が軽減されている。

用排水路 事業実施前後

実施前 実施後



事業実施前は、堤体法面の崩落による断面不足や、洪水吐及び取水施設の機能低
下により、決壊のおそれと下流域への用水不足が生じていた。
事業実施後は、下流域の安全性の確保及び用水の安定供給が図られ、営農条件が

改善された。

ため池 事業実施前後

実施前 実施後

堤体法面の崩
落による断面
不足により、
地震時には決
壊の恐れが
あった

洪水吐の断面
不足により、
洪水時には決
壊の恐れが
あった

安定した堤体
断面を確保し、
地震時の決壊
恐れが解消さ
れた。

必要な断面を
確保し、洪水
時の決壊恐れ
が解消された。



事業実施前は、老朽化による水路機能の低下が見られ、大雨の際に度々溢水被害
が生じていたことから早急に排水対策を講じる必要があった。
事業実施後は、コンクリート護岸としたことに、排水法面の崩落防止や排水効果

が向上し、排水不良が解消された。

集落排水 事業実施前後

実施前 実施後



区画整理

事業実施前は、ほ場が狭小・不整形であるため、耕作放棄地化が進んでいた。
事業実施後は、区画整理によりほ場勾配の修正や大区画化することで営農条件が

改善され効率的な営農が行えるようになった。

区画整理 事業実施前後

実施前 実施後

地区面積：A=11.5ha
区画数：158区画(158筆)

地区面積：A=11.5ha
区画数：10区画(48筆)

担い手への集積箇所



担い手への農地集積状況

担い手への農地集積（区画整理1号地区）

事業実施後
2名：1.0ha
1社：6.6ha

事業実施前
集積面積0ha

農地の集団化（区画整理1号地区）

筆数：158筆
平均面積：
727.8m2

筆数：42筆
平均面積：
2,738m2

担い手への集積箇所

区画整理を契機に、個人担い手の育成や農地所有適格法人が、営農規模を拡大し
て参入したこともあり、農地集積率が０％から６６％に増加している。

実施後（区画整理1号地区）実施前（区画整理1号地区）



計画工期の延期要因

・本地区は平成27年度に事業採択されたものの、区画整理１号地区において大規
模営農者の参入が計画されていたことから、大区画化のための農地集積を実施。
現況の狭小農地158筆、地権者35人の農地を10区画(48筆)7名１社へと集積す
るための調整に多大な時間を要したことから、計画期間を令和8年度まで延期する
こととなった。

・現在、問題は解決しており、令和8年度完了に向け計画的に事業を推進していく。

地区面積：A=11.5ha
区画数：158区画(158筆)

地権者数：35人

地区面積：A=11.5ha
区画数：10区画(48筆)
担い手農家：2名

農地所有適格法人：1社
個人農家：5名

実施後（区画整理1号地区）
担い手への集積箇所

実施前（区画整理1号地区）



（単位：千円）

区分

効果項目

作物生産効果

品質向上効果

営農経費節減効果

維持管理費節減効果

営農に係る走行経費節減効果

その他の効果

国産農産物安定供給効果

32,657
用排水路整備、区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での作物生産量が増減する効果

2,149

年 総 効 果 効 果 の 要 因

（ 便 益 ） 額

97,289

合　　　計 97,739

450
用排水路整備及び区画整理の実施により農業生産性の向上や
営農条件等の改善が図られ、国産農産物の安定供給に寄与す
る効果

450

20,492

△ 1,451

農道の整備を実施した場合と実施しなかった場合での生産物
の価格が維持、向上する効果及び生産物の商品化率が向上す
る効果。

43,442
用排水路整備、区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での営農経費が増減する効果

用排水路、農道の整備及び区画整理を実施した場合と実施し
なかった場合での施設の維持管理費が増減する効果

農道の整備を実施した場合と実施しなかった場合での農業交
通に係る走行経費が増減する効果

食料の安定供給の確保に関する効果

総費用総便益比の算定結果
総便益(B) 2,421百万円
総費用(C) 1,589百万円
総費用総便益比（B/C) 1.52

事業実施による効果（費用対効果の算出）

【効果項目と年効果額】

精査中



事業主体の事業実施、予算要求方針

地元（受益者）の意向

受益地では、ももや野菜を中心に生産しているが、今後の地
域振興を支えるため、農道、用水路の整備、区画整理を行うと
ともに、ため池等の老朽化していた施設の改修を行うなど営
農条件を改善することで、担い手農家を中心とした高品質なも
もや野菜の生産振興を進めていく意向であり、担い手集積面
積は０ha（平成27年度）から7.6ha（令和６年度）に増加してい
る。

また、本事業により道路拡幅（４ｍ）等が行われたことにより、
集荷物の積込みや搬出作業の効率化が図られ輸送量が増加
するとともに、舗装により安定した走行による荷痛みが解消す
るなど品質の向上が図られた。このことから、地元は事業の
早期完了を要望している。
。

事業主体の予算要求方針

令和8年度予算を要求する。

事業主体の事業実施方針

継続する。



令和７年度関東農政局補助事業評価（再評価）

農業競争力強化農地整備事業
（農地整備事業）

中山地区

山梨県

なかやま



農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）中山地区

＜地区の概要＞

山梨県① 事 業 主 体

北杜市②関係市町村

本地区は、山梨県北西部の北杜市に位置し、かつては養蚕を中心
とした農業が行われていたが、養蚕業の衰退に伴い桑園が耕作放
棄地となっており、有害鳥獣が増加するなど周辺の優良農地へ悪影
響を及ぼしている。

このため、区画整理等の基盤整備を実施することにより、区画を拡
大し、耕作放棄地の解消や農地の集積と併せ、大型機械を用いた
営農による生産性の向上を図り、本地域全体として農業競争力の強
化を図るものである。

③ 事 業 目 的

30.3ha（畑30.3ha）（受益戸数91人）④ 受 益 面 積

区画整理30.3ha（整地工30.3ha、用水路工3.9km、排水路工
4.3km、道路工5.8km）
用水路1.3km、排水路0.2km、鳥獣害防止柵工4.1km

⑤ 主 要 工 事

2,394百万円⑥ 総 事 業 費

平成27年度～令和9年度(当初計画：平成27年度～令和３年度)⑦ 工 期
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用排水路

揚水ポンプ

鳥獣害防止施設

写真撮影方向

凡　例　１

区画整理

P

P

（事業概要）主要工事

区画整理 30ha（R2～R9予定）

用水路 1.3km（R9予定）

排水路 0.2km（R4完了）

鳥獣害防止柵設置工
4.1km (R5～R9予定）

（進捗率）R7まで
事業費ベース 88％
事業量ベース
区画整理 70％
用水路 0％
排水路 100％
鳥獣害防止柵設置工 10％

事業の進捗状況

（事業概要）
中山地区

区画整理 30ha
用水路 1.3km
排水路 0.2km
鳥獣害防止柵 4.1km

主要工事

令和8年度以降

凡　例　２

令和７年度まで

P



区画整理（整地工） 事業実施前後

区画整理エリア

耕作放棄地

凡例
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区画整理エリア

企業参入範囲

凡例

整備面積（道路・水路等含む）A=40.7ha
筆数 582筆⇒143筆
担い手農業者への集積面積 A=30.3ha 
耕作放棄地解消面積 A=21ha

事業実施後は参入する農業法人が一挙に農地を借り受け、醸造用ぶどうの新たな産地が
形成される予定である。



区画整理（整地工） 事業実施前後

実施後実施前

事業実施前は区画が狭小かつ不整形で耕作放棄地となっていた。事業実施後は区画が
拡大され、用排水路及び耕作道が整備され、効率的な農業経営が可能となる。



一部の整備が完了したほ場では、醸造用ぶどうの苗木の植え付けが開始された。また、
鳥獣害防止施設の整備により、農作物被害も軽減され、安定的な農業生産が可能となっ
ている。

営農状況

醸造用ぶどう苗木植え付け状況 今後営農開始する区画

醸造用ぶどう栽培 農園イメージ写真



総費用総便益比の算定結果
総便益（Ｂ） 3,227百万円
総費用（Ｃ） 3,086百万円
総費用総便益比（Ｂ／Ｃ） 1.04

事業実施による効果（費用対効果の算出）

【効果項目と年効果額】 （単位：千円）

区分

効果項目

その他の効果

区画整理を実施した場合と実施しなかった場合での施設の維
持管理費が増減する効果

食料の安定供給の確保に関する効果

効 果 の 要 因

（ 便 益 ） 額

160,830

162,219
区画整理を実施した場合と実施しなかった場合での作物生産
量が増減する効果

合　　　計 178,748

17,918
区画整理の実施により農業生産性の向上や営農条件等の改善
が図られ、国産農産物の安定供給に寄与する効果

17,918

△ 1,389維持管理費節減効果

国産農産物安定供給効果

作物生産効果

年 総 効 果

精査中



本地区は、北杜市の田園環境整備マスタープラン環境配慮区域に設定されており、施
工時に貴重な動植物が確認された場合には、移動や影響を最小限に抑える方策を検
討し、濁水の流出を防止するなど施工時の環境への影響に配慮している。施工エリア内
に沈砂池を設けることで、施工中の降雨等による濁水が下流域へ流出しないよう環境への配慮を
行った。

環境との調和への配慮

沈砂池１ 沈砂池２



■本地区は、平成27年度に事業採択されたが、埋蔵文化財包蔵地内における工事
実施に先立ち発掘調査を行う必要が生じた。

調査の結果、区画整理面積の約３割の範囲において発掘調査が必要であること
が判明したため、発掘調査に不測の日数を要したことにより、令和９年度まで事
業工期を延伸することとなった。

■現在、埋蔵文化財に係る現地対応は完了しており、その後の整備は計画どおり
実施されていることから、残事業の用排水路工、鳥獣害防止柵設置工等を実施し
、令和９年度完了に向け事業を推進する。

事業の長期化の原因と今後の対応方針
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担い手となる農業法人は、営農計画に基づき苗木の準備や土作りを開始してい
るため事業の早期完了を要望している。地元では、事業実施後の農業法人による
営農において地域住民の新たな雇用創出が期待されており、事業の早期完了を要
望している。

地元（受益者、地方公共団体等）の意向

継続する。

令和８年度予算を要求する。

事業主体の事業実施方針

事業主体の予算要求方針



農業農村整備事業等補助事業評価（期中・完了後）実施要領 

 
平成15年２月13日付け14農振第1906号 

最終改正 令和７年７月30日付け７畜産第1016号 

令和７年７月30日付け７農振第1143号 

 

 

第１ 趣旨 

農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図るた

め、国の補助金の交付を受けて都道府県等事業実施主体（以下「事業主体」とい

う。）が実施している事業（以下「補助事業」という。）に関して、農林水産省

は、農林水産省政策評価基本計画（令和７年４月11日農林水産大臣決定。以下

「基本計画」という。）に基づく事業評価として、事業採択後一定期間ごとに事

業実施の妥当性について総合的かつ客観的に評価し、補助金交付の方針の決定を

行う期中の評価（以下「再評価」という。）及び事業完了後一定期間経過後に事

業実施のもたらす効果について、総合的かつ客観的に評価を行う完了後の評価

（以下「事後評価」という。）を実施することとする。 

 

第２ 対象事業及び実施時期  

１ 再評価 

（１）事業評価の対象となる事業は、行政機関が行う政策の評価に関する法律

（平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。）第７条第１項に基づ

く農林水産省政策評価実施計画（以下「実施計画」という。）の別表２の１

の（１）のイ並びに２の（１）のイ及び（２）のイに掲げる補助事業のうち

畜産局及び農村振興局の所掌に係るものとし、その事業を行う地区（以下

「事業地区」という。）について、原則として、次に掲げる年度において事

業評価を実施するものとする。 

 

ア 事業採択後５年が経過した時点で未着手の事業地区にあっては、当該時

点の属する年度 

イ 事業採択後10年が経過した時点で継続中の事業地区にあっては、当該時

点の属する年度 

ウ 事業採択後10年を超えて継続中の事業地区にあっては、直近に再評価を

実施した年度から５年度ごと 

 

（２）当該年度内に対象事業地区が事業を完了する場合は、実施しないものとす

る。 

 

（３）（１）のほか、自然災害等の発生、社会経済情勢の変化、事業の変更計画

の検討等により必要と認められる場合は、適切な時期に実施するものとす

る。 

 

２ 事後評価 

（１）事業評価の対象となる事業は、実施計画の別表２の１の（２）のイに掲げ

る補助事業のうち畜産局及び農村振興局の所掌に係るものであって、総事業



費10億円以上のものとし、その事業を完了した地区について、原則として、

事業完了後一定期間（おおむね５年）経過後に事業評価を実施するものとす

る。ただし、事業完了後の事業評価が政策評価法により義務づけられていな

いことから、事業主体の協力が得られる範囲内で実施するものとする。 

 

（２）（１）のほか、自然災害等の発生、社会経済情勢の変化等により必要と認

められる場合は、適切な時期に実施するものとする。 

 

第３ 事業評価の実施手続 

１  地方農政局（北海道にあっては畜産局又は農村振興局、沖縄県にあっては沖

縄総合事務局。以下「地方農政局等」という。）においては、関係部課長をも

って構成する補助事業評価委員会で評価結果書案等を検討の上取りまとめる。 

なお、事業評価の実施に当たっては、事業主体の協力の下実施するものとする。 

 

２ 畜産局又は農村振興局においては、評価結果書案等を取りまとめ、評価書の案

を作成する。 

 

第４ 事業評価の実施 

１ 再評価 

（１）地方農政局長（北海道にあっては農林水産省畜産局長又は農林水産省農村

振興局長（以下「畜産局長等」という。）、沖縄県にあっては沖縄総合事務

局長。以下「地方農政局長等」という。）は、事業主体の協力の下、以下の

項目を基本的な内容とする必要な情報・データ等を収集し、補助金交付の方

針案（予算割当てに関する方針案及びその理由等。）を取りまとめ、再評価

地区別資料（別紙様式１）及び再評価結果書（別紙様式２）の案を作成する

ものとする。 

 

〔再評価地区別資料記載項目〕 

ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結

果を含む。） 

イ 農林水産業の情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化 

ウ 事業の進捗状況 

エ 関連事業の進捗状況 

オ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向 

カ 事業コスト縮減等の可能性 

キ 代替案の実現可能性（上記の検討の結果、問題があると認められる場合

に限る。） 

ク その他 

 

（２）地方農政局長等は、再評価結果書案等を再評価の実施年度の２月末日まで

に畜産局長等に報告するものとする。 

 

（３）畜産局長等は、地方農政局長等からの報告を踏まえ、当該事業の補助金交

付の方針案を決定する。 

 



２ 事後評価 

（１）地方農政局長等は、事業主体の協力の下、以下の項目を基本的な

内容とする必要な情報・データ等を収集し、事後評価地区別結果書

（別紙様式３）の案を取りまとめるものとする。 

 

〔事後評価地区別結果書記載項目〕 

ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 

イ 事業効果の発現状況（費用対効果分析の結果を含む。） 

ウ 事業により整備された施設の管理状況 

エ 事業実施による環境の変化 

オ 社会経済情勢の変化 

カ 今後の課題等 

 

（２）地方農政局長等は、事後評価地区別結果書案を事後評価の実施年度の２月

末日までに畜産局長等に報告するものとする。 

 

（３）畜産局長等は、地方農政局長等からの報告を踏まえた対象事業の事後評価

の結果等を有効に活用し、今後の事業の在り方の検討、事業評価手法の改善

等を進めるものとする。 

 

第５ 学識経験者等の知見の活用 

評価に当たっては、客観性の確保及び多様な意見を反映させるとともに、評価

手法の向上を図るため、学識経験者等の第三者の知見を活用するものとする。 

 

第６ 評価結果等の公表 

１ 畜産局長等は、基本計画第６の２の（３）のイに基づき、原則として事業評

価の実施年度の３月末日までに評価書を公表するものとする。 

 

２ 評価書の公表に当たっては、事業評価の透明性や評価結果の検証可能性を確

保する観点から、関連文書、評価の基礎となったデータ、第三者等から聴取し

た意見を併せて公表するものとする。 

 

第７ 評価手法の改善 

評価手法については、今後更なる評価精度の向上を図るため、逐次、改善に努

めるものとする。 

 

第８ 評価基礎資料等の収集における事業主体の積極的な協力 

事業主体は、主体性をもって事業の効率的・効果的な実施を図る観点から、必

要な情報の収集及び事業効果の把握に努めるものとする。 

その際、事業により整備される施設の管理主体が事業主体と異なる場合には、

事業主体は管理主体の協力を得るものとする。 

なお、これら収集・把握した情報等について、事業主体は、地方農政局等へ積

極的に提供し、事業評価の的確な実施に協力するものとする。 

 

 



第９ 委任 

補助事業評価委員会の事務その他必要な事項については、地方農政局長等が別

に定めるものとする。 



（別紙様式１） 

農業農村整備事業等再評価地区別資料 
 

局    名  

 

都道府県名  関係市町村名  

事 業 名  地  区  名  

事業主体名  事業採択年度  

〔事業内容〕 

 

〔項 目〕 

ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む。） 

イ 農林水産業の情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化 

ウ 事業の進捗状況 

エ 関連事業の進捗状況 

オ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向 

カ 事業コスト縮減等の可能性 

キ 代替案の実現可能性（上記の検討の結果、問題があると認められる場合に限る。） 

ク その他 

事 業 主 体 の 

事業実施方針  

 

事 業 主 体 の 

予算要求方針  

 

第 三 者 

の 意 見 

 

補 助 金

交 付 の 方 針 

 

 

 

 

（注１）「事業主体の事業実施方針」欄は、事業主体が決定した当該地区の継続、事業内容の見直し、中止
を記入する。 

（注２）「事業主体の予算要求方針」欄は、事業主体の事業実施方針に基づき事業主体が決定した予算要求
方針（予算要求する、予算要求しない）を記入する。 

（注３）「第三者の意見」欄は、第三者の意見のうち特記すべき内容について記入する。 
（注４）「補助金交付の方針」欄は、地方農政局等にあっては、欄の名称を「補助金交付の方針案」とし、

国としての補助金交付の方針案（予算割当に関する方針及びその理由等）を簡潔に記入する。 



（別紙様式２） 

農業農村整備事業等再評価結果書 

（注１）「項目」欄については、ア．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む。）、イ．農林水産業の情勢、農山漁

村の状況その他の社会情勢の変化、ウ．事業の進捗状況、エ．関連事業の進捗状況、オ．地元（受益者、地方公共団体等）の意向、カ．事業コスト

縮減等の可能性、キ．代替案の実現可能性、ク．その他に関して点検した結果、所定の条件を満足している場合は○を、そうでない場合は×を、条

件を満足する必要がない場合は－を記入する。 

（注２）「補助金交付の方針」欄については、地方農政局等にあっては「補助金交付の方針案」とし、国としての補助金交付の方針案（予算割当に関

する方針及びその理由等）を簡潔に記入する。 

 

都道府県名 

 

事 

 

業 

 

名 

 

地 区 名 

 

事業主体名 
項  目 事業主体の 

事業実施方針 

事 業 主 体 の  

予算要求方針 

第

の 

三

意 

者

見 

補 助 金

交 付 の 方針 

 

備 考 

ア イ ウ エ オ 
 

カ 
 

キ 
 

ク 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 

 

                
 



（別紙様式３）  

農業農村整備事業等事後評価地区別結果書 
 

 
 

 

都道府県名 
  

関係市町村名 

 

事 業 名 

  

地 区 名 

 

 

事業主体名 

  

事業完了年度 

 

〔事業内容〕 

〔項 
 

ア

イ

ウ

エ

オ

カ 

目〕 
 

費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 
 

事業効果の発現状況（費用対効果分析の結果を含む。）

事業により整備された施設の管理状況 

事業実施による環境の変化

社会経済情勢の変化 

今後の課題等 

事 後 評 価 結 果  

第 三 

 

 

 
 

 

者 の 意 見  

 

 

 

 

（注１）「事後評価結果」欄は、項目の内容を総括して記入する。 
（注２）「第三者の意見」欄は、第三者の意見のうち特記すべき内容について記入する。 

局 名 



 

関東農政局補助事業評価委員会設置要領 

 

最終改正 令和５年７月 14 日付け５関振第 1241 号 

 

第１  補助事業評価委員会の設置 

 国の補助金の交付を受けて都県等事業実施主体が実施している事業（以下「補助事

業」という。）に関して、農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の

一層の向上を図るため、事業採択後一定期間ごとに事業実施の妥当性について総合的

かつ客観的に評価し、補助金交付の方針の決定を行う期中の評価（以下「再評価」と

いう。）及び事業完了後一定期間経過後に事業実施のもたらす効果について、総合的

かつ客観的に評価を行う完了後の評価（以下「事後評価」という。）に係る検討等を

行う関東農政局補助事業評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。 

 

第２  評価委員会の事務 

  評価委員会は、次の事項を検討・実施する。 

（１）補助事業の再評価に関すること 

   ・再評価地区別資料及び再評価結果書に関すること。 

・補助金交付の方針案作成に関すること。 

（２）補助事業の事後評価に関すること 

   ・事後評価地区別結果書に関すること。 

（３）農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業（経営体育成型、中山間型）） 

  の中間審査に関すること。 

（４）中山間地域所得確保対策及び中山間地域所得向上支援対策の事業評価に関する

こと。 

（５）その他必要な事項に関すること。 

 

第３  評価委員会の構成等 

  １．評価委員会の構成は次のとおりとする。 

  （１）第２の（１）及び（２）に係るもの 

          委員長          農村振興部長 

          副委員長        生産部長 

          委員        生産部 地方参事官 

                          農村振興部 地方参事官（各省調整） 

                          農村振興部 地方参事官（事業計画） 

                          畜産課長 

             設計課長 

                        農村計画課長 



             都市農村交流課長 

                          土地改良管理課長 

                          農村環境課長 

                          事業計画課長 

                          用地課長 

                          水利整備課長 

                          農地整備課長 

                          地域整備課長 

                          防災課長 

 

  （２）第２の（１）及び（２）にあって農村振興部のみ所管に係るもの 

          委員長          農村振興部長 

          委員            農村振興部 地方参事官（各省調整） 

                          農村振興部 地方参事官（事業計画） 

             設計課長 

                        農村計画課長 

             都市農村交流課長 

                          土地改良管理課長 

                          農村環境課長 

                          事業計画課長 

                          用地課長 

                          水利整備課長 

                          農地整備課長 

                          地域整備課長 

                          防災課長 

 

  （３）第２の（３）に係るもの 

          委員長          農村振興部長 

          委員          農村振興部 地方参事官（各省調整） 

                    農村振興部 地方参事官（事業計画） 

                          設計課長 

                          農村計画課長 

                          土地改良管理課長 

                          農村環境課長 

                          事業計画課長 

                          農地整備課長 

 

（４）第２の（４）に係るもの 

          委員長          農村振興部長 



          委員          農村振興部 地方参事官（各省調整） 

                    農村振興部 地方参事官（事業計画） 

                          設計課長 

                          農村計画課長 

                          農村環境課長 

                          農地整備課長 

                          地域整備課長 

 

 ２．委員長は、必要に応じて前項に掲げる者以外の者の出席を求めることができ

る。 

  ３．委員長は、評価委員会を招集する。 

 ４．委員長は、補助事業の再評価及び事後評価の実施に際し、専門的知見を有する

第三者から構成される委員会（以下「技術検討会」という。）を別添設置要領に

基づき設置し、再評価結果書案及び事後評価結果書案に対する意見を聴く。 

 ５．委員長が欠員の場合は、委員から委員長代理を選定する。 

  

第４  幹事会の構成等 

  １．評価委員会に次の構成による幹事会を設ける。 

 （１）第２の（１）に係るもの 

        幹事長  設計課長 

        幹 事  畜 産 課  課長補佐（草地） 

                設 計 課  事業調整室長、課長補佐（調整） 

                農村計画課  課長補佐（総務） 

        都市農村交流課 課長補佐 

         土地改良管理課 課長補佐、農政調整官 

                農村環境課  課長補佐 

                事業計画課  課長補佐（総務、計画調整） 

                用 地 課  課長補佐（用地調整） 

                水利整備課  課長補佐 

                農地整備課  課長補佐（総務、競争力強化事業推進） 

                地域整備課  課長補佐 

                防 災 課  課長補佐 

 

 （２）第２の（１）にあって農村振興部のみ所管に係るもの 

        幹事長  設計課長 

        幹 事  設 計 課  事業調整室長、課長補佐（調整） 

                農村計画課  課長補佐（総務） 

        都市農村交流課 課長補佐 

         土地改良管理課 課長補佐、農政調整官 



                農村環境課  課長補佐 

                事業計画課  課長補佐（総務、計画調整） 

                用 地 課  課長補佐（用地調整） 

                水利整備課  課長補佐 

                農地整備課  課長補佐（総務、競争力強化事業推進） 

                地域整備課  課長補佐 

                防 災 課  課長補佐 

 

 （３）第２の（２）に係るもの 

        幹事長  土地改良管理課長 

        幹 事  （１）又は（２）の幹事に同じ 

 

  （４）第２の（３）に係るもの 

        幹事長  農地整備課長 

        幹 事  設 計 課    事業調整室長 

         農村計画課    課長補佐（総務） 

                土地改良管理課  課長補佐、農政調整官（開発） 

                農村環境課    課長補佐 

                事業計画課    課長補佐（総務・計画調整） 

 

 （５）第２の（４）に係るもの 

        幹事長  農村計画課長（中山間地域所得確保対策） 

地域整備課長（中山間地域所得向上支援対策） 

幹 事  設 計 課  事業調整室長 

                農村計画課  課長補佐（直接支払） 

                農村環境課  課長補佐 

                農地整備課  課長補佐（総務・競争力強化事業推進） 

                地域整備課  課長補佐 

 

  ２．幹事長は、必要に応じて前項に掲げる者以外の者の出席を求めることができ

る。 

  ３．幹事長は、幹事会を招集する。 

  ４．幹事会の事務は以下のとおりとする。 

 （１）評価委員会に必要な事項の検討、資料の収集、作成及び整理。 

 （２）その他必要な事項。 

 

第５ 実施方法等 

  １．再評価及び事後評価の実施方法等は、農業農村整備事業等補助事業評価（期

中・完了後）実施要領（平成 15 年 2 月 13 日付け 14 農振 1906 号生産局長、農村



振興局長通知）等によるものとする。 

  ２．農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業（経営体育成型、中山間型））等

の中間審査の実施方法は、農業競争力強化基盤整備事業実施要綱（平成 25 年 2 月

26 日付け 24 農振第 2091 号農林水産事務次官依命通知）等によるものとする。 

３．中山間地域所得確保対策の事業評価の実施方法等は、中山間地域所得確保対策実

施要綱（令和３年１月 28 日付け２農振第 2612 号農林水産事務次官依命通知）等に

よるものとする。 

４．中山間地域所得向上支援対策の事業評価の実施方法等は、中山間地域所得向上支

援対策実施要綱（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 農振第 1336 号農林水産事務次官依

命通知）等によるものとする。 

 

第６  報告 

  委員長は、評価委員会でとりまとめた再評価地区別資料、再評価結果書及び補助金

交付の方針案並びに事後評価地区別結果書を関東農政局長に報告するものとする。 

 

第７  事務局 

  評価委員会及び幹事会の事務局は、関係各課が連携して行うものとする。ただし、

その庶務については設計課が行う。 

 

  附則 

    この要領は、平成１５年２月２４日から施行する。 

  附則 

    この要領は、平成１６年１１月８日から施行する。 

  附則 

    この要領は、平成１８年１月２０日から施行する。 

  附則 

    この要領は、平成１８年９月２６日から施行する。 

  附則 

  この要領は、平成２２年１月２０日から施行する。 

  附則 

  この要領は、平成２３年９月 １日から施行する。 

  附則 

  この要領は、平成２６年５月１３日から施行する。 

  附則 

  この要領は、平成２８年２月 ８日から施行する。 

  附則 

  この要領は、令和 ２年１０月１４日から施行する。 

附則 

  この要領は、令和 ５年 ７月１４日から施行する。 



  別 添 

           技術検討会設置要領 

 

 第１  設置 

   関東農政局補助事業評価委員会（以下「補助事業評価委員会」という。）が実

施する補助事業の再評価結果（以下「再評価結果」という。）及び補助事業の事

後評価結果（以下「事後評価結果」という。）の透明性及び客観性を確保するた

め、設置要領第３の４に基づき、専門的知見を有する第三者から構成される委員

会（以下「技術検討会」という。）を設置し、意見を求めることとする。 

 

  第２  事務 

    技術検討会は、再評価及び事後評価について、補助事業評価委員会からの求め

に応じて、技術的・専門的見地から意見をとりまとめ提出する。 

 

  第３  構成 

   １．技術検討会の委員 

     委員は国又は関係機関（関係する土地改良区、地方公共団体、その他の関係

機関をいう。）に属する者以外の学識経験者とし、補助事業評価委員会の長５

名程度委嘱する。 

   ２．委員長 

      委員長は、委員の互選により選出する。 

   ３．委員の任期 

     委員の任期は、２年を限度とし、再任は原則として１回までとする。 

 

  第４  運営 

    １．技術検討会は、補助事業評価委員会の長が召集する。 

    ２．委員長は、技術検討会の結果を補助事業評価委員会に報告する。 

 

  第５  事務局 

     技術検討会の事務局は、関係各課が連携して行うものとする。ただし、その庶

務については設計課が行う。 

 

附則 

    この要領は、平成１５年２月２４日から施行する。 

  附則 

    この要領は、平成１６年１１月８日から施行する。 

  附則 

    この要領は、平成１８年１月２０日から施行する。 

  附則 



    この要領は、平成１８年９月２６日から施行する。 

  附則 

  この要領は、平成２２年１月２０日から施行する。 

  附則 

  この要領は、平成２８年２月 ８日から施行する。 

  附則 

  この要領は、令和２年１０月１４日から施行する。 
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